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はじめに

　本市教育委員会では、市民誰もが、いつでも、どこでも、い
つまでも、スポーツ・レクリエーションに親しむことのできる
環境づくりに取り組むこととして、平成23年3月に「袖ケ浦市
スポーツ振興計画」を作成し、各種スポーツ施策を通じ、市民
の生涯スポーツの振興に取り組んでいます。
　このスポーツ振興計画は、計画期間を10年間として、時代の
変化や市民ニーズに柔軟に対応するようにと前期5年が終了す
る時点で、これまでの施策や取り組みを評価しながら後期5年

間の計画を策定することとしており、本年度において、後期計画の策定作業を進めてまい
りました。
　これまでの間、国においては「スポーツ基本計画」が策定され、県においても「千葉県
体育・スポーツ推進計画」が策定されるなど、国・県を挙げて健康社会の実現に取り組ん
でいるところです。また、2012年から「ちばアクアラインマラソン」が隔年開催されて
いることや、2020年には東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が決定され
たこと、さらには、本市においても、これまで取り組んでまいりました総合型地域スポー
ツクラブを中心とした身近なスポーツ活動が各地域ごとに定着し、子どもから高齢者まで
多くの市民の参加により、世代間を超えた活発な活動がなされるようになってきたことな
どから、身近なスポーツ・レクリエーション活動への関心はさらに高まっています。
　このスポーツ振興計画（後期計画）は、このようなスポーツ活動を取り巻く環境の変化
や市民ニーズ、地域スポーツ活動を捉えつつ、本市の上位計画であります袖ケ浦市総合計
画と第二期袖ケ浦市教育ビジョン（後期計画）と整合を図り策定したもので、新たな施策
として、スポーツを「する」だけでなく、「観る」、「支える（育てる）」という機会を
確保すること、子どもスポーツ・レクリエーション活動の推進、オリンピック・パラリン
ピックを通じた学校教育の取り組みなどを位置付けています。
　策定段階においては、各種スポーツ・レクリエーション団体などの代表の方々にご参加
をいただき、様々な立場からの貴重なご意見をいただきまとめることができました。ここ
に、ご協力をいただきました関係者の皆様に改めてお礼申し上げる次第です。
　今後も、本計画に掲げた基本目標であります「市民誰もが親しめるスポーツ・レクリエ
ーション環境の創造」の実現を目指し、スポーツ・レクリエーションを通じて、全ての市
民が明るく健康で活き活きとして、地域コミュティーが形成されますように取り組んでま
いりますので、市民の皆様の一層のご理解とご協力をお願いいたします。
　　　　
　　　　平成28年3月
 袖ケ浦市教育委員会教育長　　川島　悟
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第 1章　計画の概要
　
1　計画策定の趣旨・背景

スポーツ・レクリエーション活動は、爽快感、達成感、連帯感などの精神的な充足
感をもたらすとともに、体力の向上や精神的ストレスの発散、生活習慣病の予防など、
心身の両面にわたる健康の維持増進に不可欠なものであり、人と人との心のふれあい
を深めるための重要な役割を担っています。
そして、少子高齢化、価値観の多様化、高度情報化などの社会情勢の変化の中で、
人と人とのふれあいや子ども同士の遊びの場の減少が予想される現代社会において、
市民同士がふれあい、健康で潤いと活力に満ち、豊かなライフスタイルを構築してい 
くことが大切です。
このような状況の中、本市では平成 23年度から平成 32年度までの 10年間を計画
期間としたスポーツ振興計画を策定し、各種スポーツ施策に取り組んでいます。
この計画は、市民誰もがそれぞれのライフスタイル、ニーズ、実情に応じていつでも、
どこでも、いつまでも、スポーツ・レクリエーション活動に親しむことができる、生
涯スポーツ環境づくりを総合的に推進するもので、社会情勢の変化等に柔軟に対応し、
更に充実を図ることから、中間年を迎える平成 27年度において、これまでの取り組
みを評価した上で、後期計画を策定することとしています。
市民を取り巻くスポーツ環境は、2012年より「ちばアクアラインマラソン」が隔年
開催され、本市がそのマラソンコースとなったことや、更には、2020年には東京オリ
ンピック・パラリンピック競技大会の開催が決定されたことなどを契機に、市民のス
ポーツへの関心は更に高まってきています。
スポーツ振興計画（後期計画）は、スポーツ基本法に基づく国のスポーツ基本計画
の理念、千葉県の第 11次千葉県体育・スポーツ推進計画を踏まえつつ、本市の上位
計画である総合計画と第二期袖ケ浦市教育ビジョン（後期計画）に沿って、これから
の 5年間のスポーツ・レクリエーションの振興を目指し、基本的な考え方と施策をま
とめたものです。

　
2　国・県の動向

国においては、スポーツ基本法に基づき、スポーツに関する施策の総合的かつ計画
的な推進を図るため、スポーツ基本計画を平成 24年度に策定しています。また、県
では「スポーツ立県ちば」の実現を目指して第 11次千葉県体育・スポーツ推進計画
を平成 24年度に策定しています。

3　スポーツ基本法の基本理念
①スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利であることに鑑み、国民
が生涯にわたりあらゆる機会と場所において、自主的・自律的に適性や健康状態に応
じてスポーツを行うことができるようにする。
②青少年のスポーツが国民の生涯にわたる健全な心と身体を培い、豊かな人間性を育む
基礎となるものであるとの認識の下に、学校、スポーツ団体、家庭及び地域における
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活動を相互に連携。
③地域において、主体的に協働することによりスポーツを身近に親しむことができるよ
うにするとともに、スポーツを通じて、地域の全ての世代の人々の交流を促進し、交
流の基盤が形成。
④スポーツを行う者の心身の健康の保持増進、安全の確保。
⑤障がい者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障がいの種類及び
程度に応じ必要な配慮をしつつ推進。
⑥我が国のスポーツ選手（プロスポーツの選手を含む。）が国際競技大会等において優
秀な成績を収めることができるよう、スポーツに関する競技水準の向上に資する諸施
策相互の有機的な連携を図りつつ、効果的に推進。
⑦スポーツに係る国際的な交流及び貢献を推進することにより、国際相互理解の増進及
び国際平和に寄与。
⑧スポーツを行う者に対する不当な差別的取扱いの禁止、スポーツに関するあらゆる活
動を公正かつ適切に実施することを旨として、スポーツに対する国民の幅広い理解及
び支援が得られるよう推進。

4　計画におけるスポーツの定義とその役割・使命
ここでは人間の行う活動の中でスポーツ活動よりも種類・量共に多く、しかも健康
体力の増進に大きく役立っている日常生活における諸活動（家事等）を生活運動とし
てとらえ、これを基礎にして上乗せ効果が期待できるものとしての各種のスポーツ実
践を位置づけ、これらを総称してスポーツと定義します。　

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　 

　　

スポーツは、上図のとおり 3種類に大きく分類され、心身の健全な育成を図るため
に実践されることから、競技スポーツやレクリエーションスポーツだけでなく、日常
生活の中での活動（例えば、家庭での階段の昇り降り等の生活運動）も、健康・体力

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 　　

【袖ケ浦市のスポーツ振興理念】
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の維持増進に役立つ重要な要素になります。
本市では、市民の健康・体力の維持増進を第一の目標に掲げ、競技スポーツやレク
リエーションスポーツはもとより、日常生活の中での活動（生活運動）をも含めた「体
育・スポーツ活動」のすべてを「スポーツ」と定義し、その振興普及に努めます。
市民の誰もが、年齢や性別、国籍や障がいの有無等に関係なく実践できるような普
遍的な振興を基本理念として、その実現に努力します。

5　計画の位置付け
本計画は、国のスポーツ基本計画の理念を踏まえ、千葉県体育・スポーツ推進計画、
本市の総合計画並びに第二期袖ケ浦市教育ビジョン（後期計画）に示すスポーツ環境
の充実施策を受けて、本市スポーツ・レクリエーション振興の望ましい姿を展望し、
実行するための基本的な考え方及び施策の展開を明らかにするものです。

　　　　
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　 
　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6　計画の期間
スポーツ振興計画（後期計画）は、平成 28年度から 32年度までの 5年間を計画期
間とします。

第二期袖ケ浦市
教育ビジョン（後期計画） 
（平成２８年度～３２年度）

第11次千葉県体育・スポーツ推進計画
（平成２４年３月策定）

袖ケ浦市
スポーツ振興計画
（後期計画）

　「体育・スポーツ振興の役割・使命」
〇市民一人ひとりの健康・体力の維持・向上に役立つ。
〇生活の質の向上や生きがいのある生き方に役立つ。
〇心身にゆとりをもたらす「レクリエーション」に役立つ。
〇危機回避能力の向上や心身の強さや器用さを養う事に役立つ。
〇高齢社会に対応した「たくましい長寿社会」の実現が期待できる。

　　
袖ケ浦市総合計画

（平成２２年度～３１年度）

スポーツ基本計画
（平成２４年３月策定）

スポーツ基本法
平成２３年８月２４日施行
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第 2章　本市のスポーツ・レクリエーションの現状

1　これまでの取組み
本市では、教育基本法に示された教育振興基本計画である「第二期袖ケ浦市教育ビ
ジョン」に基づき、各種教育施策を推進しています。スポーツ・レクリエーションの
分野についても、「第二期袖ケ浦市教育ビジョン」に示された目標とその目標を実現
するための施策の方向性、具体的な施策に沿って、スポーツ振興計画を策定し、取り
組んでまいりました。

◇第二期袖ケ浦市教育ビジョンに示された内容
　　目　　　　標・・・第 1「地域全体で子どもを育む環境づくりの推進」
　　施策の方向性・・・地域の拠点づくりを推進します
　　施　　　　策　　　　
　　　　▼子どもの社会性を育む総合型スポーツクラブ活動の充実

市内 5地区に設立されている総合型地域スポーツクラブは、子どもから高
齢者まで世代を超えた交流ができ、スポーツ・レクリエーションを中心とした
活動を通して、青少年健全育成の観点でも非常に有効な組織で、さまざまな年
齢、興味・関心、技術・技能を持った人が一緒に活動できる特徴を活かし、子
どもたちの社会性を育んできました。

【総合型地域スポーツクラブ】 （平成 27年 4月 1日現在）
ク　ラ　ブ　名　称 主たる活動場所 会員数（18歳以下） 設立年

名幸ヶ丘ふれあいクラブ 平岡公民館 407人（114人） 平成15年

NESUPO（ネスポ） 根形公民館 198人（94人） 平成16年

NAGAX（ナガックス） 長浦公民館 196人（42人） 平成17年

中富ふれすぽクラブ 平川公民館 159人（47人） 平成18年

昭和ふらっとスポーツクラブ 昭和小学校 224人（34人） 平成19年

5クラブの合計会員数　　1,184人（331人）

　　　　　　　　　　　
総合型地域スポーツクラブ連絡協議会総会 袖ケ浦ウォーキングフェスタ
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◇第二期袖ケ浦市教育ビジョンに示された内容
目　　　　標 ・・・第 3「市民一人ひとりの生涯を通じた学習の支援」
施策の方向性 ・・・ ライフスタイルに応じたスポーツ ･レクリエーション環境の充

実を図ります
施　　　　策
　▼市民誰もが親しめるスポーツ・レクリエーション活動の推進　

市民がスポーツ・レクリエーションに親しむことで、心身の健康の維持増進が
図られ、毎日を過ごす活力や希望が生まれます。さらに人と人とがふれあうこと
で地域との交流促進、コミュニティーの育成が図られます。
市内では、多くの市民が独自にサークルなどを作り、各種のスポーツ・レクリ
エーション活動に親しんでいます。また、市内 5地区に設立されている総合型地
域スポーツクラブにより、子どもから高齢者まで幅広い年齢層の市民が気軽にス
ポーツ・レクリエーションを楽しんでいます。

　▼スポーツ・レクリエーション施設の整備
屋内スポーツの拠点施設である臨海スポーツセンターについては、平成 16、17
年度でプール棟、管理棟の改修工事を実施し老朽施設・設備の改修と利便性の向
上を図ってきました。屋外スポーツの拠点施設である総合運動場については、野
球場のバックスクリーン、スコアボードの改修など既存施設の機能向上と維持に
取り組んできました。また、これら両施設をはじめ、今井野球場、のぞみ野サッ
カー場、永吉運動広場は、平成 18年度から導入された指定管理者制度により、経
費の節減と市民サービスの向上を図ってきました。
また、公民館併設の運動広場（長浦・根形・平岡）、百目木公園などの公園スポ
ーツ施設については、各公民館、公園管理所管部署との連携協力のもと、施設機
能の維持と適切な管理運営を行い、多くの市民に日常的なスポーツ活動の場を提
供してきました。

【臨海スポーツセンター】　



－　－6

2　スポーツ施設の整備状況と利用状況
市内でスポーツ・レクリエーション活動が行える施設は下表のとおりです。主な社
会体育施設は、総合運動場（野球場、陸上競技場、庭球場）、臨海スポーツセンター（屋
内プール、トレーニングルーム、体育館、柔剣道場）、今井野球場、のぞみ野サッカ
ー場です。健康増進施設は健康づくり支援センター（屋内プール、トレーニングルーム、
多目的スタジオ）、その他、公民館（多目的室、体育室）及び併設されている運動広
場や公園スポーツ施設（屋外プール、テニスコートなど）が整備されています。

【地区別施設数及び利用状況】　 （H27.4.1 現在） (H26実績）

昭和地区 長浦地区 根形地区 平岡地区 中川・
富岡地区 計 利用者数

【社会体育施設】
野球場 （総） 1 1 2 25,397
陸上競技場 （総） 1 1 16,553
テニスコート（面） （総） 4 2 1 2 9 34,919
多目的広場 1 1 2 4 29,055
小多目的広場 1 1 2 1,690
サッカー場 1 1 8,061
体育館・アリーナ （臨） 1 1 49,294
屋内プール （臨） 1 1 42,468
トレーニングルーム （臨） 1 1 34,002
多目的室 （臨） 1 1 15,235
柔道場 （臨） 1 1 9,381
剣道場 （臨） 1 1 8,738

【社会教育施設】
多目的ホール（体育室） 1 1 1 2 5 64,647

【公園スポーツ施設等】
野球場 （百） 1 1 11,478
ソフトボール場 （百） 1 1 10,003
テニスコート（面） 2 （百） 2 4 7,419 
屋外プール （百） 1 1 20,638
ゲートボール場 （百） 2 2 845

【健康増進施設】
健康づくり支援センター 1 1 126,444

【学校体育施設】
体育館 3 4 2 2 2 13 61,866
グランド 3 4 2 2 2 13 34,767
武道場（柔・剣道） 1 2 1 1 5 11,144

地区別施設数 15 22 10 10 14 71
21.1% 31.0% 14.1% 14.1% 19.7% 100.0%

地区別人口
(H27.3現在） 16,550 27,177 6,102 6,295 5,803 61,927 計

26.7% 43.9% 9.9% 10.2% 9.4% 100.0% 624,044

利用者総数 85,541 250,144 169,857 37,557 80,945 624,044
注）１ 地区別施設数内の（　）は、（総）：総合運動場、（臨）：臨海スポーツセンター、（百）：百目木公園を表す。
  また、健康づくり支援センターは、プール、トレーニング室別に利用者の集計をしていないため施設全体の利

用者となっております。
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3　スポーツの実施状況と意識（平成26年12月　市民意識調査）

（1）スポーツ・レクリエーションへの意識
①「スポーツ・レクリエーション（市民だれもが、いつでも、どこでも、いつまでも
スポーツ・レクリエーション活動に親しめる）」の満足度の選択別回答の割合

満足

やや満足

どちらとも
　いえない

やや不満

不満

わからない 8.7％

33.8％

29.2％

11.6％

4.1％

11.3％

「満足」から「不満」まで5段階の回答を5～ 1に点数化し、全回答の平均点を
「満足度」とした場合　
→　3.36点（平均3.10点　/　48項目中11位）

②「スポーツ・レクリエーション（市民だれもが、いつでも、どこでも、いつまでも
スポーツ・レクリエーション活動に親しめる）」の重要度の選択別回答の割合

重要

やや重要

どちらとも
　いえない

あまり
重要ではない

重要ではない わからない

19.8％

38.3％

30.2％

3.7％

4.4％1.5％

「重要」から「重要ではない」まで5段階の回答を5～ 1に点数化し、全回答の平均点を「重
要度」とした場合　
→　3.76点（平均4.14点　/　48項目中42位）

③「スポーツ・レクリエーション（市民だれもが、いつでも、どこでも、いつまでも
スポーツ・レクリエーション活動に親しめる）」項目のニーズ度

※ニーズ度の考え方
・「重要度」が高く「満足度」が高い　→　「ニーズがある程度満たされている」
・「重要度」が高く「満足度」が低い　→　「ニーズが高い」

「重要度」と「満足度」の差を「ニーズ度」として算出し、ポイントで表した場合
　　→　「重要度」3.76点－「満足度」3.36点　=　「ニーズ度」0.40点
 （平均 1.04点　/　48項目中48位）
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　結果から「スポーツ・レクリエーション（市民だれもが、いつでも、どこでも、いつ
までもスポーツ・レクリエーション活動に親しめる）」の項目は、重要な施策と考えら
れており、満足度も高いことから現状にある程度満足している項目であることがわかる。
　しかし、スポーツ・レクリエーションは生活に活力を与え、健康維持・向上に役立つ
活動であることから市民にその利便性をアピールしていく必要がある。

（2）市内にスポーツやレクリエーションのための場や機会があると感じますか。
「はい」64.9%　　「いいえ」32.4%　　「無回答」2.6%　

はい
いいえ

無回答

64.9％
32.4％

2.6％

　

32.4%の「いいえ」の回答があるため、広報、ホームページを利用し体育協会・総合
型地域スポーツクラブの活動等の情報を発信していく必要がある。
　
（3）週 1回以上運動（スポーツ・レクリエーション等）をしていますか（年齢別）

はい

いいえ

無回答

0 20 40 60 80 100（％）

全体 36.5 62.3 1.2

20歳～29歳 29.9 69.0 1.1

30歳～39歳 29.5 70.5 0.0

40歳～49歳 31.8 68.2 0.0

50歳～59歳 35.1 64.4 0.5

60歳～64歳 39.4 59.8 0.8

65歳～69歳 47.3 52.7 0.0

70歳以上 43.0 51.7 5.3

　

　「週1回以上運動をしている」市民の割合は、市域全体で36.5%である。年齢別でみると、
「20～ 59歳」までは市域全体の割合を下回っているが、「60歳以上」では市域全体の割
合を上回っている。このことから年齢が高くなるほど運動をしている傾向にあることが
わかる。
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4　スポーツ教室、大会等の実施状況
市、総合型地域スポーツクラブ、体育協会等のスポーツ関係団体、福祉関係団体や指
定管理者などの主催事業として、子どもから高齢者までの幅広い年代や障がいのある方
を対象に様々なスポーツに関する教室やイベントが年間を通じ実施されています。

（1） 各種スポーツ教室（平成27年度の内容を掲載しています。）
対 象 者 教　　　室　　　名 実　施　主　体

市民全般

・レディース水泳教室
・ウォーキング&アクア
・骨盤エクササイズ
・卓球テクニカルアドバイス　
・トレーニングセミナー
・フットサル交流会
・フリーチョイスプログラム
・かんたんエアロ　
・健康ヨガ　
・簡単ジャズダンス　
・かんたんヨガ
・エンジョイエアロ　
・ZUMBA
・ヨガ&ピラティス　
・パンチ&キック
・シェイプエアロ　
・エンジョイエアロ
・楽ストレッチボール　

臨海スポーツセンター
（指定管理者）

・放課後子ども教室（ちょいボラ講座） 袖ケ浦市（生涯学習課）

小学生

・水泳教室
・体操教室（幼児・小学生）
・キッズダンス（幼児・小学生）

臨海スポーツセンター
（指定管理者）

・テニス教室
・夏休みサッカー塾
・足が速くなる陸上教室
・ミニサッカー大会
・サッカー交流会
・野球競技会

総合運動場（指定管理者）

高齢者

・シニア運動教室 健康づくり支援センター
（ガウランド）

・昭和ふれあい教室 市民会館

・うぐいす学級 平川公民館

・長浦さわやかスクール 長浦公民館

・根形ニコニコ教室 根形公民館

・シニアセミナー 平岡公民館

・袖ケ浦いきいき百歳体操 高齢者支援課

女性 ・女性セミナー 市民会館
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（2）大会、イベント等（平成 27年度の内容を掲載しています。）
対 象 者 大　会　・　イ　ベ　ン　ト　名 実　施　主　体

市民全般

・市スポレク祭（グラウンドゴルフ、ソフトバレー
ボール、インディアカ）
・スポーツ教室（卓球、バドミントンなど）

袖ケ浦市（体育振興課）

・総合型地域スポーツクラブ交流大会
（卓球、バドミントン、ユニバーサルホッケー）
・袖ケ浦ウォーキングフェスタ

総合型地域スポーツクラブ連絡
協議会

・元旦マラソン大会
・プロ野球イースタンリーグ招致事業
・各種スポーツ大会（テニス大会、野球大会など）

体育協会

・富津公園歩け歩け大会
・4市スポーツレクリエーション祭
（グラウンドゴルフ、ソフトバレー、インディアカ）

君津地区スポーツ推進委員連絡
協議会

・平岡公民館文化スポーツまつり 名幸ヶ丘ふれあいクラブ

・NESUPOふれあいデー NESUPO（ネスポ）

・長浦地区ふれあいスポーツフェスタ NAGAX（ナガックス）

・中富スポーツ祭 中富ふれすぽクラブ

・昭和ふらっと交流会 昭和ふらっとスポーツクラブ

小・中学生
・椎の木杯柔剣道大会 袖ケ浦市（体育振興課）

・子ども会スポーツ大会 子ども会育成会連絡協議会
青少年相談員連絡協議会

一般成人 ・PTA女子バレーボール大会
・PTAソフトボール大会 PTA連絡協議会

高齢者
・高齢者スポーツ大会 袖ケ浦市（高齢者支援課）

・ベテランズテニス大会（日本テニス協会公認） 総合運動場

障がい者 ・君津地域心身障害児者スポーツ大会 君津地域身体障害者福祉会連合会
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（3）総合型地域スポーツクラブ活動
クラブ名称 主な活動場所 主な活動種目

名幸ヶ丘ふれあいクラブ 平岡公民館
平岡小学校
幽谷分校

ミニバス、ユニバーサルホッケー、ドッジボール、バドミ
ントン、バレーボール、少年サッカー、ターゲットバード
ゴルフ、友遊ボール、少年野球、卓球、グラウンドゴル
フ

NESUPO（ネスポ） 根形公民館
根形小学校

さわやかサタデー（ユニバーサルホッケー、卓球、バド
ミントン）、少年サッカー、グラウンドゴルフ、ソフトボ
ール、ミニバス、硬式テニス、太極拳、フラダンス、フ
ットサル

NAGAX（ナガックス） 長浦公民館
長浦小学校
蔵波小学校

ユニバーサルホッケー、グラウンドゴルフ、卓球、ヨガ
ストレッチ、ターゲットバードゴルフ、遊友ボール、ソフ
トバレー、バドミントン、ソフトサッカー、フットサル、囲碁・
将棋、太極拳、3B体操、詩吟

中富ふれすぽクラブ 平川公民館
富岡分館
中川小学校

ミニバス、ユニバーサルホッケー、ソフトボール、バドミ
ントン、卓球、パドルテニス、空手、ジョギング&ウォ
ーキング、ソフトバレー、インディアカ、リラックスデー（ヨ
ガ等）、グラウンドゴルフ、リフレッシュサンデー、ヒッ
プホップ

昭和ふらっとスポーツク
ラブ

昭和小学校
奈良輪小学校

ユニバーサルホッケー、グラウンドゴルフ、バドミントン、
ペタンク、ラジオ体操、マスターズ野球、パドルテニス、
ターゲットバードゴルフ、ウォーキング、卓球、太極拳、
インディアカ

　<総合型地域スポーツクラブの活動>
　　　　　

スポーツ教室（ウォーキング）　

スポーツレクリエーション祭
（グラウンドゴルフ）

総合型地域スポーツクラブ交流大会
（ユニバーサルホッケー）

スポーツレクリエーション祭
　（ソフトバレー）
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5　小・中学生の体力
（1）全国平均値（Tスコアー値）との比較から考察
　　小・中学生の体力については、生活習慣の変化や運動機会の減少などによる低下が懸
念されています。平成 26年度に実施された、全国体力・運動能力、運動習慣等調査に
よる本市と全国・千葉県の比較は以下のとおりです。

            　　　 袖ケ浦市 千葉県

学年 小学5年 中学 2年 小学 5年 中学 2年

種　目  男  女  男  女  男  女 男  女

握 　 　 　 　 力 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

上 体 お こ し ○ ○ ◯ ○ ○ ○ ○

長 座 体 前 屈 ○ ◯ ○ ○ ○ ○ ○ ○

反 復 横 跳 び ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20m シ ャト ル ラ ン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 0 m 走 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

立 ち 幅 跳 び ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ソフト・ハンドボール投げ ○ ◯ ○ ○ ● ● ○ ○

T ス コ ア 51以上○ 6 4 8 8 7 7 8 8

　　　〃　　　49以下● 0 2 0 0 1 1 0 0

　　　〃　　　50空欄 2 2 0 0 0 0 0 0

体力合計点の全国Tスコアー比較 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○・・平均が全国平均を上回る種目（T51以上）
●・・平均が全国平均を下回る種目（T49以下）
空欄・平均が全国平均と同程度の種目（T50程度）
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H26年度
体力データ

全国 千葉県 袖ケ浦市 全国 千葉県 袖ケ浦市
小5
 ・男

小 5
 ・女

小 5
 ・男

小 5
 ・女

小 5
 ・男

小 5
 ・女

中 2
 ・男

中 2
 ・女

中 2
 ・男

中 2
 ・女

中 2
 ・男

中 2
 ・女

握力
（kg） 16.55 16.09 16.53 16.09 17.76 16.66 29.00 23.68 29.17 24.27 32.53 25.91

上体おこし
（回） 19.56 18.26 20.62 19.67 22.70 20.96 27.36 22.99 28.71 24.73 32.02 27.42

長座体前屈
（cm） 32.87 37.22 33.60 38.18 37.77 41.52 42.87 45.25 46.69 48.29 51.06 53.14

反復横跳び
（回） 41.61 39.37 43.40 41.31 46.55 43.84 51.31 45.64 52.11 46.74 54.79 48.45

20mシャトルラ
ン（回） 51.67 40.30 55.06 44.25 65.54 52.86 85.02 57.50 87.28 61.73 90.90 65.07

50m走
（秒） 9.38 9.63 9.28 9.52 9.06 9.41 8.03 8.87 7.89 8.67 7.59 8.29

立ち幅跳び
（cm） 151.71 144.79 154.87 148.57 163.31 154.21 193.44 166.47 196.22 171.47 209.72 182.50

ソフト・ハンドボ
ール投げ（m） 22.89 13.89 22.14 13.51 25.45 15.25 20.81 12.81 21.04 13.07 22.41 13.91

体力合計点 53.91 55.01 55.46 57.07 61.00 62.14 41.63 48.55 44.29 52.07 48.60 58.00

（平成 26年度　全国体力・運動能力、運動習慣等調査）

<体力の概要>
種目ごとに 10点を割り振り、80点満点で求めた「体力合計点」をみると、千葉県の小

学生は、男子 55.46 点（全国平均 53.91 点）、女子 57.07 点（同 55.01 点）でともに全国 8
位となっています。袖ケ浦市の小学生は男子 61.00 点、女子 62.14 点と千葉県平均、全国
平均を大きく上回っています。
また、千葉県の中学生は男子 44.29 点（全国平均 41.63 点）、女子 52.07 点（同 48.55 点）

で、男子が全国 5位、女子が全国 4位となっています。その得点を袖ケ浦市の中学生は男
子 48.60 点、女子 58.00 点とともに大きく上回っています。
体力レベルは小・中学校ともに高い水準にあり、これは学校や市教育委員会が連携を

図りながら体力向上策に積極的、継続的に取り組んできた成果ととらえています。
<袖ケ浦市の特徴>
　昭和 60年当時の本市の児童生徒の体力実態は、全国と比べ大きく劣っていました。そ
のような状況を改善すべく、学校体育支援策として、小学校教員への体育指導研修、中学
校の部活動支援事業を展開してきました。
また、各小中学校でも、学校体育の充実を経営の柱として取り組んできています。特に、

中学校では全ての学校で正課時体育以外にも、清掃時体育などの体力づくり方策を積極的
に推進しており、現在においては全国平均を大きく上回る体力を示すようになっています。
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（２）小・中学生の運動能力証受証率にみる実態と考察

○ 運動能力証とは千葉県教育委員会が、本県の児童生徒の体力・運動能力の向上を目指し、体力・
運動能力調査における８種目の記録を得点化し、一定の水準に達した者に運動能力証を交付する
ものである。小学校は５，６年生、中学校は全学年が対象である。

　　　　　　
運動能力証　受証率推移（平成21年度－平成26年度）小学校

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

袖ケ浦市 41.2 41.3 45.1 46 37.6 43.7（%）

千葉県 28.8 29.3 29 29.8 29.3 29.7（%）

0

10

20

30

40

50

合
格
率（
％
）

H21 H22 H23 H24 H25 H26

28.8 29.3 29 29.8 29.3 29.7

41.2 41.3
45.1 46 37.6

43.7

袖ケ浦市

千葉県

運動能力証　受証率（小学生）

野球教室 ソフトテニス教室

レッツトライスポーツ教室
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運動能力証　受証率推移（平成21年度－平成26年度）中学校
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

袖ケ浦市 46.2 47.8 50 46.2 45.8 44.6（%）

千葉県 23.9 24.1 24.2 25.3 25 25.1（%）

0

10

20

30

40

50

60

合
格
率（
％
）

H21 H22 H23 H24 H25 H26

23.9 24.1 24.2 25.3 25 25.1

46.2 47.8 50
46.2 45.8 44.6 袖ケ浦市

千葉県

運動能力証　受証率（中学生）

 
＜考察＞
○全体的には小学校、中学校共に県平均を大きく上回る高い受証率である。
○ 単なる調査としての取り組みでなく、児童生徒個々に目標を持たせて計画的に指導し、
取り組んできた成果であるといえる。各校での体力運動能力向上に向けての意図的、計
画的な活動を今後も継続したい。
○ 受証率では本市は高い水準であるが、運動が得意な児童生徒により保たれている実態も
ある。今後はこうした運動が得意な児童生徒と、そうでない児童生徒との二極化への対
応が課題でもある。

長浦小学校（マット運動） 根形中学校（ハードル）

学校体育指導研修会
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６　各施策の評価・課題
【１】スポーツ・レクリエーション推進体制の充実

●総合型地域スポーツクラブの理解・育成への支援
　目標：クラブ会員数の増加　（対人口比　1.8%　→　3.0%以上）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
（見込）

会員数 1,192人 1,250 人 1,193 人 1,247 人 1,184 人
対人口比 2.0% 2.0% 1.9% 2.0% 1.9%

【評価】
　総合型地域スポーツクラブの活動周知をしているものの、会員数は横ばいの
状況です。
【課題】
　今後、活動を継続していくために若い世代や退職したばかりの世代のクラブ
会員を増やし、さらに若い世代の事務局員を育成していく必要があります。
　また、各総合型地域スポーツクラブが中心となってクラブのPR、広報活動
を行うよう取り組んでいく必要があります。

●地域スポーツ・レクリエーション組織の整備　
目標： 総合型地域スポーツクラブと地区スポレク振興会との整理統合（市内 5

地区）
【評価】平成 25年度に整理統合済みです。

【２】スポーツ・レクリエーション活動の充実
●地域スポーツ・レクリエーション環境の整備
目標：市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会主催指導者研修会の開催

H22年 2回開催（延べ 100人参加）→年 5回程度開催（延べ 250人参加）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

開催数 2回 2回 2回 3回 2回
延べ人数 71人 94人 100人 126人 125人

【評価】
　各総合型地域スポーツクラブの活動が活発になったため、一堂に会して指導
者を集めての教室開催が困難であり開催数、延べ人数ともに目標を達成できま
せんでしたが、専門的分野の講師から、指導を受けることにより指導力向上が
図れました。
【課題】
　内容が同じ種目とならないように様々な種目による開催が必要です。
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●健康づくり、生きがいづくりとスポーツとスポーツ・レクリエーション活動
①目標：高齢者スポーツ大会の開催と参加者数の増加

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

開催日 10月 14日 11月 2日 10月 18日 10月 16日 10月 15日
参加者数 830人 819人 806人 800人 760人

【評価】
　参加者は優勝を目指して熱心に競技に取り組んでいます。また、スポーツ大
会を通して高齢者の健康づくり、生きがいづくりとなっています。
【課題】
　年々参加者数が減少傾向にあるため、シニアクラブ連合会との協議などを通
じて参加者数の増加を目指す必要があります。

②目標：心身障害児者スポーツ大会への支援、協力と参加者数の増加

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

開催日 6月18日 6月 24日 11月 16日 7月 5日 6月 27日
参加者数 132人 111人 120人 119人 135人

市内参加者数 26人 26人 23人 31人 28人

【評価】
　君津地域心身障害児者スポーツ大会は、参加者全員が自らの能力を生かしつ
つ、いきいきと競技に取り組み、参加者相互の親睦を深めることができています。
【課題】
　参加選手の高齢化、また心身の状況が様々であるため、楽しめる競技種目を
検討する必要があります。

【３】スポーツ・レクリエーション施設の整備と活用
●社会体育施設等の改修、整備
目標：将来的な施設整備にむけての調査研究を実施
【評価】
　総合運動場において今後の施設整備に向け競技者の安全確保に関する他市の
状況把握を行いました。
【課題】
　施設の老朽化により修繕箇所も多くなってきており、大規模な改修が必要と
なります。

●体育施設の利用促進
目標：学校体育施設開放利用団体の総合型地域スポーツクラブへの加入と活動

の共有
H22登録団体数 182団体　→　160団体へ整理統合
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平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

目標値 160 160 160 160 160
登録団体数 194 178 175 164 168

【評価】
　学校体育施設開放利用団体に登録しているクラブ・サークルと総合型地域ス
ポーツクラブとの間に目的の差異があり、加入促進が進みませんでした。
【課題】
　総合型地域スポーツクラブへの加入と活動の共有については、今後も目的の
違いなどから困難なため双方で共有していくための方策を考えていくことが必
要です。

【４】学校体育の充実
●教科体育指導の充実
目標：H22延べ 20回（401人）　→　24回（450人）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

目標値
（延べ人数）

24回
（450人）

24回
（450人）

24回
（450人）

24回
（450人）

24回
（450人）

実績値
（延べ人数）

20回
（409人）

20回
（374人）

20回
（350人）

20回
（375人）

20回
（355人）

【評価】
　学校体育指導研修会の開催回数及び参加者数ともに目標値を達成すること
ができませんでしたが、学校体育指導の中核をなす体育科授業での指導力向
上に向け、実践的研修の機会となり、指導者の授業改善への意識の啓発にお
ける役割も大きく教科体育指導の充実につながりました。
【課題】
　若い世代の職員や他市からの異動職員へ向けての研修の充実を図る必要が
あります。学校の多忙化の現状を勘案し、実施時期と研修内容の精査をする
必要があります。

●運動部活動の支援
目標：H22　延べ 11 人　→　20 人以上

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

目標値 20人 20人 20人 20人 20人
実績値 12人 10人 12人 11人 10人

【評価】
　部活動のボランティア指導者については、目標値を達成することができま
せんでしたが、専門的技術指導力と指導者不足を補うためには有効であり、
運動部活動中の安全確保及び効率的・効果的な指導においてもその一助とな
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っています。
【課題】
　地域と学校との連携を図り、専門的技術指導力を備えた人材（指導者）を
確保することが必要です。

●体育の生活化の推進
目標：児童生徒の体力運動能力の向上
　　　体力運動能力テスト県平均値以上項目数（全 144項目）H22　82項目 

 → 123 項目

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

目標値 123項目 123項目 123項目 123項目 123項目
実績値 128項目 117項目 116項目 119項目 120項目

【評価】
　下表のとおり、中学校では、県平均と同程度及び上回る項目がおおむね
100%となっています。小学校では、50m走、握力、立ち幅跳びの種目で県平
均を下回っているが、その他の種目は上回っています。
【課題】
　小学生低学年時より順序性、科学性を考慮したオールラウンド（全面性）の
体力づくりを、正課時体育や生活体育の充実・活性化により行っていく必要性
があります。

性　別 男　　子 女　　子
校　種 小　学　校 中学校 小　学　校 中学校

種　目 学　年 １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２  ３
握 　 　 　 　 力 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
上 体 お こ し ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
長 座 体 前 屈 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
反 復 横 跳 び ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
２０ｍ シ ャト ル ラ ン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
５ ０ ｍ 走 ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○
立 ち 幅 跳 び ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
ソフト・ハンドボール投げ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 Ｔスコア５１以上　○　 ３ ４ ６ ７ ６ ３ ７ ７ ８ ５ ５ ５ ５ ４ ６ ６ ８ ７
     〃 　４９以下　● ０ １ １ １ ０ １ ０ ０ ０ １ １ ２ ２ ２ １ ０ ０ ０
     〃 　５０空欄 ５ ３ １ ０ ２ ４ １ １ ０ ２ ２ １ １ ２ １ ２ ０ １

  ○・・市平均が県平均を上回る種目（Ｔ51以上）
  ●・・市平均が県平均を下回る種目（Ｔ49以下）
  空欄・市平均が県平均と同程度の種目（T50程度）

男子 女子 計 ○－●
  ○ ５１ ５１ １０２  ＋８９
  ● ４ ９ １３
 空欄 １７ １２ ２９

Ｈ２６年度の県平均値との比較表　（Tスコアー値)
袖 ケ 浦 市平成２６年度　新体力テスト



－　－20

第 3章　計画の基本的な考え方

1　市の上位計画
　本市は総合計画の中で基本理念を「自立と協働」とし、【「自立と協働のまち」　人
いきいき、緑さわやか、活力あふれる袖ケ浦】を将来都市像としてまちづくりを進め
ています。

袖ケ浦市の将来都市像

「自立と協働のまち」

人いきいき、緑さわやか、活力あふれる袖ケ浦

　また、都市像の実現を目指した目標の一つとして学校教育・生涯学習の分野におい
て、「豊かな人間性を育む文化の薫るまちづくり」を掲げています。その分野の中で「生
涯スポーツ環境の充実」により、健康で活力に満ちた地域生活の実現を支援すると掲
げています。
　さらに、市総合計画を上位として策定された第二期袖ケ浦市教育ビジョン（後期計
画）の中で、本市が今後 5年間を通じて目指すべき教育の姿を、基本理念と基本目標
として次のように示しています。
　

第二期袖ケ浦市教育ビジョン（後期計画）

基本目標：　「明日を拓く　心豊かな　たくましい　人づくり」

基本理念：　学び　つながり　支えあう教育の推進

2　計画の基本目標
　本スポーツ振興計画（後期計画）では、市総合計画、第二期袖ケ浦市教育ビジョン
（後期計画）を上位計画として、

市民誰もが親しめるスポーツ・レクリエーション環境の創造
～健康でたくましく、ふれあいのあるまちづくり～

を本計画の基本目標（将来像）として掲げます。

3　目標に向かってのステップ
　市民が日常的にスポーツ・レクリエーション活動に係ることで基本目標に向かって
いく過程を「目標に向かってのステップ」として掲げ、これらを踏まえて具体的な施
策の展開を図ります。
○　学校体育指導をしっかりと行い、元気でたくましい子どもたちを育てよう。
○　スポーツ・レクリエーション活動に家族や仲間と共に楽しもう。
○　スポーツ・レクリエーション活動をとおして地域を元気にしよう。
○　スポーツ・レクリエーション活動をとおして健康でたくましい袖ケ浦を実現しよう。
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第 4章　施策と取組みの方向性

「市民誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツ・レクリエーション活動
に親しめ、健康で活力ある生活が送れるよう、各種団体活動の支援や機会の拡大を図
ります。

1　施策体系

基本的方向 施策 具体的な施策

【
１
】
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

推
進
体
制
の
充
実

（１）　　　　　　　　　　
総合型地域スポーツ
クラブの理解・育成へ
の支援

①総合型地域スポーツクラブ活動の認知 ○総合型地域スポーツクラブに対する地域住民の意識の向上

②総合型地域スポーツクラブ活動の充実 ○大人も子どもも参加しやすい定例種目の設定

③総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の充実 ○市と総合型地域スポーツクラブ連絡協議会との連携強化
○総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の主催行事への支援

（２）　　　　　　　　　
各種スポーツ・レクリ
エーション関係団体等
の活性化

①各種スポーツ・レクリエーション関係団体等の
充実 ○各種スポーツ・レクリエーション関係団体等活動への支援

②市と各種スポーツ・レクリエーション関係団体
等との連携強化 ○各種スポーツ・レクリエーション関係団体等と連携した行事の開催

【
２
】
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
充
実

（１）　　　　　　　　　　
地域スポーツ・レクリ
エーション環境の整備

①指導者の養成・確保 ○スポーツ推進委員や有資格指導者等の積極的な活用
○指導者養成研修会の開催と指導者養成

②生涯スポーツ・レクリエーション情報の提供　　○スポーツに関する各種情報の提供○市民のスポーツ活動での活躍を市広報紙等で周知

③スポーツイベント参加活動の推進
○「する」スポーツ：総合型地域スポーツクラブの更なる充実
○「観る」スポーツ：スポーツの感動を共有する場の設置
○「支える（育てる）」スポーツ：スポーツボランティアの意識の醸成

（２）　　　　　　　　　　
健康づくり・生きがい
づくりとスポーツ・レ
クリエーション活動　

①子どものスポーツ・レクリエーション活動の推
進

○総合型地域スポーツクラブ・スポーツ団体への加入促進
○親子参加型のスポーツ・レクリエーション活動機会の提供

②高齢期スポーツ・レクリエーション活動の推進 ○身近な場所での高齢者の運動教室の開催
○高齢者スポーツ大会の開催

③障がい者スポーツ・レクリエーション活動の推
進

○障がい者の社会参加ができる環境づくり
○君津地域心身障害児者スポーツ大会への協力

④市民スポーツ・レクリエーション大会の推進 ○スポーツに親しんでいない方々への運動機会の提供
○スポーツ関係団体との連携協力による市民スポーツ大会の開催

【
３
】
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
施
設
の
整
備
と
活
用

（１）
社会体育施設等の改
修・整備

①社会体育施設等の改修・整備
○スポーツ施設の改修・修繕の実施
○臨海スポーツセンターの改修計画の検討
○総合運動場の安全に配慮した施設整備の可能性を検討

②公園スポーツ施設の改修・整備と活用 ○公園スポーツ施設の施設所管部署との連携

（２）
体育施設の利用促進

①学校体育施設の利用促進 ○学校体育施設利用団体の効率的な利用
○地域スポーツ活動への場の提供

②社会体育施設の利用促進 ○指定管理者との連携による管理運営体制の充実と、魅力ある各種教室
の開催

【
４
】
学
校
体
育
の
充
実

（１）
教科体育指導の充実

①小中学校間の指導者交流の推進 ○小中学校指導者の交流推進

②学校教職員の指導力の向上 ○学校体育指導研修会の質的向上

③武道教育の充実 ○武道の専門的な指導力を備えた地域人材活用の促進とそのための受け
入れ指導体制の整備

④オリンピック・パラリンピック教育の推進 ○小中学校におけるオリンピック・パラリンピック教育に対する支援
○教員を対象としたオリンピック・パラリンピック教育に関する研修会の開催

（２）
運動部活動の支援

①地域の人材活用の推進 ○地域人材を活用したスポーツ教室の開催
○専門的な技能を持った地域人材による運動部活動の充実

②運動部活動指導者派遣事業の充実 ○有能な地域指導者の発掘と活用

（３）
体育の生活化の推進

①家庭等での運動実践方法の具体的指導推進 ○実践的学力の養成
○学校体育指導研修会の充実

②国・県の推進事業への積極的な参加 ○健康体力づくり事業への積極的な参加
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2　取組みの方向性

1　スポーツ・レクリエーション推進体制の充実 　

（1）　総合型地域スポーツクラブの理解・育成への支援
①　総合型地域スポーツクラブ活動の認知

　本市における総合型地域スポーツクラブは、平成 15年度設立の「名幸ヶ丘
ふれあいクラブ」以後、「NESUPO」「NAGAX」「中富ふれすぽクラブ」「昭和
ふらっとスポーツクラブ」と市内全域 5地区に設立され、活発な活動を展開し
主催イベント等、多くの参加を得ているところですが、まだ地域住民のクラブ
に対する意識は高いとは言えない状況です。地域スポーツ振興に繋げるには、
イベント時の積極的なPRにより、活動の周知と理解を得ることでクラブに対
する意識の向上を図ります。
　○　総合型地域スポーツクラブに対する地域住民の意識の向上

　　
②　総合型地域スポーツクラブ活動の充実

　市民誰もが、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツ・レクリエーション
活動に親しめるように、市内 5地区に設立された総合型地域スポーツクラブの
定例活動やスポーツイベントを積極的に支援するとともにスポーツ推進委員協
議会、社会体育公認指導員、少年野球連盟、サッカー協会等との連携協力のもと、
クラブ全体の活動の充実を図ります。
　さらに、子どもの体力低下に歯止めをかけるためにも、幼児期・学齢期の子
どもが参加できる活動種目の設定を目指します。
　○　大人も子どもも参加しやすい活動種目の設定

　
③　総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の充実

　市内に 5つの総合型地域スポーツクラブが設立され、クラブのスポーツや文
化活動を通して、地域スポーツ振興の活性化をめざし、会員・スタッフ・指導
者など総合型地域スポーツクラブに関わる人たちが、情報交換できる場、交流
できる場、自由に集える場づくりとして総合型地域スポーツクラブ連絡協議会
が設立されています。その活動を支援して、総合型地域スポーツクラブ相互の
連携及び親睦を図るとともに、総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の主催行
事の充実を目指します。
　○　市と総合型地域スポーツクラブ連絡協議会との連携強化
　○　総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の主催行事への支援
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（2）　各種スポーツ・レクリエーション関係団体等の活性化
①　各種スポーツ・レクリエーション関係団体等の充実

　既に体育協会、スポーツ推進委員協議会、レクリエーション協会、スポーツ
少年団等において、様々なスポーツ活動やイベントが行われています。今後も
引き続きその活動に対する支援を行い、更なる団体の充実を図り活性化を目指
します。
　○　各種スポーツ・レクリエーション関係団体等活動への支援

②　市と各種スポーツ・レクリエーション関係団体等との連携強化
　市が主催している行事の運営にあたっては、指導者や運営補助などで各種ス
ポーツ・レクリエーション関係団体等と連携し開催しています。今後も各行事
の充実を図り、市民がスポーツ活動に親しむ場の提供をしていきます。また、
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、競技力の向上にも
今まで以上に目を向けていく必要があり、そのためには各スポーツ団体との連
携は不可欠なものとなるため、さらに相互の連携を強化し活性化に努めていき
ます。
　○　各種スポーツ・レクリエーション関係団体等と連携した行事の開催
　○　各種スポーツ関係団体等と連携した競技力向上

　　　
2　スポーツ・レクリエーション活動の充実

（1）　地域スポーツ・レクリエーション環境の整備
①　指導者の養成・確保

　各種の大会やイベント開催において、大会役員等の確保や指導者の確保が重
要です。現在でも各地区でのスポーツ推進委員の充実した活動が見られますが、
地域スポーツ指導者に対するニーズは、質・量ともに増大しており、それに応
えられるような指導者の養成と確保が必要となっています。
　また、有資格者の地域参加を積極的に促し指導者環境の整備を図ります。さ
らに市主催のスポーツ教室や県主催の社会体育公認指導者養成講習会等を活用
し、指導者の育成を図るとともに活動機会を計画的に位置づけます。
　○　スポーツ推進委員や有資格指導者等の積極的な活用
　○　指導者養成研修会の開催と指導者養成

②　生涯スポーツ・レクリエーション情報の提供
　スポーツ・レクリエーションに親しむきっかけづくりとスポーツ活動への意
欲の向上を目的として、スポーツ施設情報、指導者や各種の教室、イベント情
報などを提供するとともに各種大会での市民の活躍について、市広報紙やホー
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ムページにより情報を積極的に広報していきます。
　○　スポーツに関する各種情報の提供
　○　市民のスポーツ活動での活躍を市広報紙等で周知

③　スポーツイベント参加活動の推進
　2012年から「ちばアクアラインマラソン」が隔年で開催され、市内をマラソ
ンコースとして、1万人を超えるマラソンランナーが駆け巡り、その他応援や
ボランティアなど多くの方が結集します。また、2020年には「東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会」が開催され、市民のスポーツへの関心も更に高
まってきます。
　これらスポーツイベントの開催を契機に、スポーツを「する」だけではなく、
「観る」、「支える（育てる）」に対するスポーツ機会の確保が必要です。
　「する」では、総合型地域スポーツクラブ活動の更なる充実を中心的な取組
みとして、誰でも気軽にスポーツ・レクリエーションに参加できる環境整備を
引き続き行います。
　「観る」では、プロスポーツなどのレベルが高いスポーツを観戦・応援する
機会や、それらの関連情報を積極的に提供することにより、子ども達に夢や目
標を持たせ、同時に市民のスポーツに親しむきっかけづくりに努めます。
　「支える（育てる）」では、各種研修会への参加促進や各種イベントでのボラ
ンティア要請等を通じ、質の高い指導者・運営スタッフの育成及び市民のスポ
ーツイベント等でのボランティア意識の醸成を図ります。
○「する」スポーツ
総合型地域スポーツクラブ活動の更なる充実

○「観る」スポーツ
スポーツの感動を共有する場の設置

○「支える（育てる）」スポーツ
スポーツボランティアの意識の醸成

　
（2）　健康づくり、生きがいづくりとスポーツ・レクリエーション活動

①　子どものスポーツ・レクリエーション活動の推進
　子どものスポーツ・レクリエーション活動は、体力の向上や人格の形成にお
いて重要な活動です。幼少期からスポーツ・レクリエーションに触れ、親しみ
楽しむことで運動習慣が身に付き、子どものスポーツ・レクリエーションに対
する意識の向上が期待できます。さらに、子どものスポーツ・レクリエーショ
ン活動への参加は、親がスポーツ・レクリエーション活動に関わるきっかけに
なり、親の世代のスポーツ・レクリエーションへの参加率向上にもつながりま



－　－25

す。
　意識の向上を図るうえで、市内の子どものスポーツ・レクリエーション活動
について、実態を把握するとともに、子どもや親に対し、市広報紙やホームペ
ージ等により情報提供を行い、総合型地域スポーツクラブやスポーツ団体への
加入を促進します。
○　 総合型地域スポーツクラブ・少年スポーツ団体への子どもの加入促進
○　親子参加型のスポーツ・レクリエーション活動機会の提供

②　高齢期スポーツ・レクリエーション活動の推進
　高齢期のスポーツ・レクリエーション活動は、精神力の涵養、生活習慣病の
早期予防、寝たきりの予防などに有効であります。高齢になっても元気で生き
生きとした生活が送れるよう、各々の経験とライフスタイルに応じて、身近な
場所で安心してスポーツ・レクリエーション活動に取り組むことができる環境
が必要です。
　健康づくり支援センターや各公民館などにおいて、60歳以上を対象とした運
動教室を開催し、スポーツを通じた健康づくりや体力づくりを行い、健康寿命
の延伸を目指すとともに、日頃の活動の成果を発揮し、より多くの高齢者がス
ポーツ・レクリエーション活動に親しむ機会となる高齢者の運動教室やスポー
ツ大会を開催します。
○　身近な場所での高齢者の運動教室の開催
○　高齢者スポーツ大会の開催

　
③　障がい者スポーツ・レクリエーション活動の推進

　障がいのある方の生活の質を向上させる上で、スポーツ活動は重要な役割を
果たします。スポーツ・レクリエーション活動を通じて体力の増強、機能の回
復及び残存能力の開発向上を図り、明朗快活かつ積極的な生活と協調精神を養
うことにより、自立更生の実績を上げることが出来ます。
　障がい者自身が参加の意欲を持ち、努力することも重要ですが、何よりも障
がい者の社会参加が出来る環境づくりを進めることが重要となります。
　そのため、障がいのある方のスポーツ・レクリエーション活動の機会を増や
し、明るい生活が送れるよう、また、参加者の親睦が図れるよう関係団体と連
携しながら、心身障がい者のスポーツ大会の開催に協力します。
○　障がい者の社会参加ができる環境づくり
○　君津地域心身障害児者スポーツ大会への協力
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④　市民スポーツ・レクリエーション大会の推進
　日常的なスポーツ活動は、健康づくりのために大変有意義であります。しか
しながら、仕事の忙しさや運動が苦手だからとの理由で、スポーツ活動に親し
んでいない方もいます。これらの方々に対しての運動機会を提供し、日常的な
スポーツ活動への動機付けに繋げることが大切です。スポーツ推進委員協議会、
社会体育公認指導員や総合型地域スポーツクラブ等の関係団体との連携協力に
より、取り組みやすく親しみやすい種目の市民スポーツ大会を開催します。
　○　スポーツに親しんでいない方々への運動機会の提供
　○　スポーツ関係団体との連携協力による市民スポーツ大会の開催

3　スポーツ・レクリエーション施設の整備と活用

（1）　社会体育施設等の改修・整備
①　社会体育施設の改修・整備

　スポーツ振興のためには、身近にスポーツを行える場所の確保が重要となり
ます。市内には、屋外、屋内スポーツを行える場・施設があり、スポーツに親
しむ機会を提供し、多くの市民に利用されています。
　屋内スポーツの拠点施設である臨海スポーツセンターにおいては、プール棟、
管理棟の改修は実施しましたが、体育館棟の改修は実施していません。老朽化
も顕在化しており、高齢者や障がい者のためのバリアフリー対策など利用者ニ
ーズに対応した改修が求められるところであり、改修計画を検討します。
　屋外スポーツの拠点施設である総合運動場においては、地区住民ニーズに応
える施設整備が求められており、安全に配慮した施設整備の可能性について検
討します。
　○　スポーツ施設の改修・修繕の実施
　○　臨海スポーツセンターの改修計画の検討
　○　総合運動場の安全に配慮した施設整備の可能性を検討

②　公園スポーツ施設の改修・整備と活用
　百目木公園に代表される公園スポーツ施設は、施設所管部署と連携を図り適
切に活用し維持管理を行うよう努めていきます。
　○　公園スポーツ施設の施設所管部署との連携

（2）　体育施設の利用促進
①　学校体育施設の利用促進

学校体育施設は、現状でも、年間を通じ様々な種目で多くの市民に利用されて
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おります。各学校との調整の下、各学校区開放運営委員会と連携・協力し、多
くの団体が利用できるよう効率的な利用により地域スポーツ活動の場を提供し
ていきます。
　○　学校体育施設利用団体の効率的な利用
　○　地域スポーツ活動への場の提供
　

②　社会体育施設の利用促進
　市民誰もが利用してみたい魅力ある施設であることは、社会体育施設の利用
を促進するために不可欠です。そのため市民ニーズを把握した上で、指定管理
者との連携により管理運営体制の充実を図ると共に、市民が参加してみたい各
種教室の開催等に努めます。
　○　 指定管理者との連携による管理運営体制の充実と、魅力ある各種
　　　教室の開催

4　学校体育の充実

（1）　教科体育指導の充実
①　小中学校間の指導者交流の推進

　発育・発達の著しい時期にある児童生徒の体力・健康度の低下傾向には、一
向に歯止めがかからない状態が今日まで続いています。体力は生きる力を支え
る大切な基盤です。従って心身の調和のとれた児童生徒の育成を目指す学校体
育の充実が望まれています。特に小学校期の体育授業の充実を目指し、まず小
学校期における体育指導の実態を把握した上で、小中学校間の指導者交流を推
進し、系統性と連続性を意識し、より専門的で効果的な指導を推進します。
　○　小中学校指導者の交流推進

②　学校教職員の指導力の向上
　学校体育指導研修会の質的向上を図り、各教員に指導者として必要な知識と
技能を身につけさせて指導力の向上を図ると共に、教科体育指導を通した児童
生徒の体力向上に努めます。
　○　学校体育指導研修会の質的向上

③　武道教育の充実
　中学校では、武道教育が必修となったことから、その専門的指導を行うこと
ができるように研修の充実を図ります。さらに、地域人材の活用を促進し生徒
に安全で効果的な指導ができるよう、受け入れ指導体制の整備を進めます。
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　○　 武道の専門的な指導力を備えた地域人材活用の促進とそのための受け入
れ指導体制の整備

④　オリンピック・パラリンピック教育の推進
　2020 年に開催される東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、
児童生徒に対して幅広いオリンピック・パラリンピック教育の推進が必要です。
　小中学校においては、体育科及び保健体育科の授業を中心に歴史や意義につ
いての学習やスポーツ技能の向上に努めるとともに、競技観戦や競技体験、ア
スリートに接する機会等などを通して、オリンピック・パラリンピック競技大
会への意識を高め、フェアプレー精神、ボランティア精神、おもてなし精神の
育成・向上を図ります。
　そのためには、小中学校におけるオリンピック・パラリンピック教育は教員
によるところが大きいことから、まず教員に対し、オリンピック・パラリンピ
ック教育への理解と具体的な方策を学ぶ研修会を開催していきます。
　○　小中学校におけるオリンピック・パラリンピック教育の推進
　○　教員を対象としたオリンピック・パラリンピック教育に関する研修会の

開催

＊オリンピック・パラリンピック教育とは…
　オリンピック・パラリンピックを題材にして、

①スポーツの意義や価値等に対する国民の理解・関心の向上
② 障がい者を含めた多くの国民の幼少期から高齢期までの生涯ス
ポーツへの主体的な参画（「する」、「観る」、「支える（育てる）」
の定着・拡大
③ 児童生徒をはじめとした若者に対する、これからの社会に求め
られる資質・能力等の育成

 を推進することを目的とする。
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（2）　運動部活動の支援
①　地域の人材活用の推進

　中学生と中学校教員を対象にレッツトライスポーツ教室を開催し、技術の向
上を図るとともに、生涯スポーツの基礎づくりを目指して、主体的に健康・体
力つくりに取り組むことのできる生徒の育成に努めます。
　また、専門的な技能を持った地域人材を各中学校に派遣し、運動部活動の充
実を図ります。
　○　地域人材を活用したスポーツ教室の開催
　○　専門的な技能を持った地域人材による運動部活動の充実

②　運動部活動指導者派遣事業の充実
　地域の専門的な技術、知識等を有するスポーツ指導者を各校の要請に基づき
派遣する運動部活動指導者派遣事業は、運動部活動の活動充実に不可欠です。
　今後は、有能な派遣指導者の発掘に努めると共に派遣できる指導者数の増員
に向けて検討します。その際は安全面への十分な配慮が不可欠です。
　○　有能な地域指導者の発掘と活用

（3）　体育の生活化の推進
①　家庭等での運動実践方法の具体的指導推進

　子どもの体力低下の原因は、外遊びが減ったこと、体を動かす量そのものが
減少したことにあります。こうした中で体育の生活化の推進は重要なことと考
えます。学校では教科体育指導の中で、家庭での運動実践方法等を理解するた
めに、児童生徒の「実践的学力」の養成に心がけます。そのためにも学校体育
指導研修会の充実を図ります。　　
　○　実践的学力の養成

実践的学力とは・・・実践する（行う）学力のことで、運動の技能、技
術を理解し実践できる力。知識 ･理解、実践的態
度、習慣等を含む。

　○　学校体育指導研修会の充実

②　国・県の推進事業への積極的な参加
　国、県等が推進する健康体力つくり事業等への積極的な参加を通して、各種
の運動に主体的に取り組むことのできる児童生徒の育成に努めます。
　○　健康体力つくり事業への積極的な参加
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3　施策目標
　
　本計画で定めた施策に関して、実行にあたって目指す目標について以下のように
設定します。

施　　　　　　　策 施　　策　　目　　標

【1】スポーツ･レクリエーション推進体制の充実

総合型地域
スポーツク
ラブの理解・
育成への支
援

総合型地域スポーツクラブ
活動の認知

○クラブ会員数の増加。
H26会員数 1,247人　
　　　　　　　　→1,400人

○ 総合型地域スポーツクラブ連絡協議会主催事業
の参加者の増加
・ウォーキングフェスタ参加者
  H25　269人　→　350人
・交流大会
  H26　158人　→　200人

総合型地域スポーツクラブ
活動の充実

総合型地域スポーツクラブ連絡
協議会の充実

各種スポー
ツ・レクリエ
ーション関
係団体等の
活性化

各種スポーツ・レクリエーショ
ン関係団体等の充実 ◯ 各種スポーツ・レクリエーション関係団体等への

支援維持
◯ 各種スポーツ・レクリエーション関係団体等との
連携機会拡大

市と各種スポーツ・レクリエー
ション関係団体等の連携強化

【2】スポーツ・レクリエーション活動の充実

地域スポー
ツ・レクリエ
ーション環
境の整備

指導者の養成・確保
○市教育委員会主催スポーツ教室の開催
H26　年 3回開催：延べ100人参加
　→　 年 3回程度開催：延べ150人参加

生涯スポーツ・レクリエーショ
ン情報の提供

スポーツイベント参加活動の推
進

健康づくり、
生きがいづ
くりとスポ
ーツ・レクリ
エーション
活動

子どものスポーツ・レクリエー
ション活動の推進 ○ 市内全児童・生徒を対象にしたスポーツ活動の実

態調査及び参加促進
・H28　実態調査を実施
・H32までに児童のスポーツ団体（総合型SC
含む）参加率を5%以上増加

○高齢者スポーツ大会の開催と参加者数の増加
H27　760人　→　800人

○心身障害児者スポーツ大会の競技種目の検討

高齢期スポーツ・レクリエーシ
ョン活動の推進

障がい者スポーツ・レクリエー
ション活動の推進

市民スポーツ・レクリエーショ
ン大会の推進
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施　　　　　　　策 施　　策　　目　　標

【3】スポーツ・レクリエーション施設の整備と活用

社会体育施
設等の改修・
整備

社会体育施設の改修・整備 ◯臨海スポーツセンターの改修計画の検討
◯ 総合運動場の安全に配慮した施設整備の可能性
を検討公園スポーツ施設の改修・整備

と活用

体育施設の
利用促進

学校体育施設の利用促進
○ 学校体育施設開放利用団体と総合型地域スポー
ツクラブの利用における共有化の促進と開放方法
について検討

社会体育施設の利用促進

○施設の稼働率
　・市営球場
　　H26実績 　58%　→　65%
　・陸上競技場
　　H26実績 　69%　→　75%
　・庭球場
　　H26実績 　94%　→　96%
　・今井野球場
　　H26実績　 28%　→　35%
　・のぞみ野サッカー場
　　H26実績 　51%　→　60%
　・臨海スポーツセンター体育館 
　　H26実績　 73%　→　80%
（※稼働率=利用日÷稼働日×100）



－　－32

施　　　　　　　策 施　　策　　目　　標

【4】学校体育の充実

教科体育指
導の充実

小中学校間の指導者交流の
推進 ○ 学校体育指導研修会の開催と参加する教員数の

増加
H26延べ 20回：389名参加。
　→　延べ22回：400名参加

　　　　

学校教職員の指導力の向上

武道教育の充実

オリンピック・パラリンピック教
育の推進

○小・中学校全学年における
　オリンピック・パラリンピック教育の実践
　　→　年1回以上

運動部活動
の支援 地域の人材活用の推進 ○部活動指導でのボランティア指導者等人材の確保

運動部活動指導者派遣事業の
充実

　H26　5校：延べ11名
    　　   →　延べ 20名以上

体育の生活
化の推進

家庭等での運動実践方法の具
体的指導推進 ○児童生徒の体力運動能力の向上

体力運動能力テスト県平均値以上項目数
■小学校　
H26実績　71項目　→　77項目
■中学校
H26実績　47項目　→　48項目
※小学校全96項目・中学校全48項目

国・県の推進事業への積極的
な参加
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第 5章　施策の推進方法

1　推進体制

　　　
スポーツ・レクリエーション関係団体

（総合型地域スポーツクラブ、体育協会、レクリエーション協会など）

参加、技術提供指導

利用、施設開放 利用、人材提供・施設開放

指定管理者・民間事業者学　校

支　

援

市

スポーツ・レクリエーション関係団体

学　校 指定管理者・民間事業者

市　民

関係部署の連携、財源確保、人材確保・育成

連　携
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2　計画推進の方向性
　本計画の推進にあたっては、スポーツ・レクリエーション関係団体等はもちろん、
広く市民に理解と協力を求めることが不可欠です。計画内容については大会やイベン
ト、各種団体の定例活動等の機会を通してその周知に努めます。
　また、本計画の施策・事業については行政のみの対応では実現が困難なものがあり
ます。ソフト面では総合型地域スポーツクラブを始めとするスポーツ関係団体や学校
と、ハード面では指定管理者や民間業者との連携の下、計画的に実施します。
　本後期計画は平成 31年を目標年次とした市総合計画の部門別計画として、また平
成 32年を目標年次としている第二期袖ケ浦市教育ビジョン（後期計画）のスポーツ・
レクリエーション振興の具体的な計画として提案するものであり、その具現化に向け
ては社会情勢や市民ニーズの変化に対応するために、必要に応じ随時、見直しを行い、
計画の充実を図ります。

3　推進する上での留意点
①　本計画は一部の市民でなく高齢者や障がい者などにも配慮し、市民一人ひとり

が誰もが親しめる施策として推進します。
②　人と人とのふれあい、コミュニティーを育む施策として推進します。
③　施設等の整備にあたっては、その実状や財政状況に配慮しながら、必要な範囲

の整備を進めます。
④　国・県の支援や協力を得ながら推進します。

　　　　
　　　　　　　　　　　　

武道教育（柔道）

プロ野球招致事業（H27年度）　

武道教育（剣道）

一年のスタート　元旦マラソン
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資料 1　　袖ケ浦市スポーツ振興計画（後期計画）策定委員会設置要領

 平成 27年 8月 11日
（設置）
第1条　袖ケ浦市スポーツ振興計画の中間評価･見直しを行い後期計画として策定するた
め、袖ケ浦市スポーツ振興計画（後期計画）策定委員会（以下「策定委員会」という。）
を設置する。

（所掌事務）
第 2条　策定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
　（1） 計画の策定に関すること。
　（2） その他必要と認める事項に関すること。
（組織）
第 3条　策定委員会は、教育部長、教育部次長、学校教育課長、生涯学習課長及び別表に
掲げる団体からの推薦による者をもって組織するものとする。

2　策定委員会の委員長は教育部長、副委員長は教育部次長をもって充てる。
3　委員長に事故ある時は、副委員長がその職務を代理する。
（会議）
第 4条　策定委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
（事務局）
第 5条　策定委員会の事務局は、教育部体育振興課に置く。
（委任）
第 6条　この要領に定めるもののほか、策定委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に
定める。
　　附　則
（施行期日）
1　この要領は、平成 27年 8月 11日から施行する。
（失効）
2　この要領は、平成 28年 3月 31日限り、その効力を失う。

別表
団体名 人数

体育協会 1人
スポーツ推進委員協議会 2人
小中学校体育連盟 2人
レクリエーション協会 1人
総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 2人
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資料 2　
【袖ケ浦市スポーツ振興計画策定委員会名簿】

役　職 選　出　区　分 氏　　　名

1 委員長 教育部長 鈴木　和博

2 副委員長 教育部次長（教育総務課長） 森田　泰弘

3 委員 体育協会 畠山　真一

4 委員 スポーツ推進委員協議会 二本柳　俊恵

5 委員 スポーツ推進委員協議会 鶴岡　一男

6 委員 小中学校体育連盟（中学校） 小藤田　信明

7 委員 小中学校体育連盟（小学校） 鈴木　靖彦

8 委員 レクリエーション協会 伊藤　和雄

9 委員 総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 鈴木　洋子

10 委員 総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 薮﨑　勇治

11 委員 学校教育課長 小川　幸男

12 委員 生涯学習課長 原田　光雄
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資料 3　市民意識調査の結果

市民意識調査（2014）によるスポーツ関係の調査結果を次に示します。

【市民意識調査】
調査方法：郵送による調査票の配布 ･回収
調査対象：満 20歳以上の男女　2,000 人
調査期間：平成 26年 9月～ 10月
回収状況： （1）配布数：2,000

 （2）回収数：1,058
 （3）回収率：52.9%

（1）スポーツ ･レクリエーションへの意識
①「スポーツ･レクリエーション（市民だれもが、いつでも、どこでも、いつまでも
スポーツ ･レクリエーション活動に親しめる）」の満足度の選択別回答の割合

満足

やや満足

どちらともいえない

やや不満

不満

わからない

8.7％

33.8％

29.2％

11.6％

4.1％

11.3％

「満足」から「不満」まで 5段階の回答を 5～ 1に点数化し、全回答の平均点を
「満足度」とした場合　
→　3.36 点（平均 3.10 点　/　48項目中 11位）
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②「スポーツ･レクリエーション（市民だれもが、いつでも、どこでも、いつまでも
スポーツ ･レクリエーション活動に親しめる）」の重要度の選択別回答の割合

重要

やや重要

どちらともいえない

あまり重要ではない

重要でがない

わからない

19.8％

38.3％

30.2％

3.7％
4.4％1.5％

「重要」から「重要ではない」まで 5段階の回答を 5～ 1に点数化し、全回答の平均点を「重
要度」とした場合　
→　3.76 点（平均 4.14 点　/　48項目中 42位）

③「スポーツ･レクリエーション（市民だれもが、いつでも、どこでも、いつまでも
スポーツ ･レクリエーション活動に親しめる）」項目のニーズ度
※ニーズ度の考え方
･「重要度」が高く「満足度」が高い　→　「ニーズがある程度満たされている」
･「重要度」が高く「満足度」が低い　→　「ニーズが高い」

「重要度」と「満足度」の差を「ニーズ度」として算出し、ポイントで表した場合
　　→　「重要度」3.76 点　-　「満足度」3.36 点　
=　「ニーズ度」0.40 点（平均 1.04 点　/　48項目中 48位）
　結果から「スポーツ ･レクリエーション（市民だれもが、いつでも、どこでも、いつま
でもスポーツ ･レクリエーション活動に親しめる）」の項目は、重要な施策とは考えられ
ていないが、満足度は高いことから現状にある程度満足している項目であることがわかる。
　しかし、スポーツ ･レクリエーションは生活に活力を与え、健康維持 ･向上に役立つ活
動であることから市民にその利便性をアピールしていく必要がある。
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（2）市内にスポーツやレクリエーションのための場や機会があると感じますか。
「はい」64.9%　　「いいえ」32.4%　　「無回答」2.6%

はい

いいえ

無回答

64.9％
32.4％

2.6％

　32.4%の「いいえ」の回答があるため、広報、HPを利用し体育協会 ･総合型地域スポ
ーツクラブの活動等の情報を発信していく必要がある。
　

（3）週 1回以上運動（スポーツ ･レクリエーション等）をしていますか（年齢別）

はい

いいえ

無回答

0 20 40 60 80 100

全体 36.5 62.3 1.2

20歳～29歳 29.9 69.0 1.1

30歳～39歳 29.5 70.5 0.0

40歳～49歳 31.8 68.2 0.0

50歳～59歳 35.1 64.4 0.5

60歳～64歳 39.4 59.8 0.8

65歳～69歳 47.3 52.7 0.0

75歳以上 43.0 51.7 5.3

　

　「週1回以上運動をしている」市民の割合は、市域全体で36.5%である。年齢別でみると、
「20～ 59歳」までは市域全体の割合を下回っているが、「60歳以上」では市域全体の割
合を上回っている。このことから年齢が高くなるほど運動をしている傾向にあることがわ
かる。
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資料 4　全国体力・運動能力、運動習慣等調査
            　　　 袖ケ浦市 千葉県

学年 小学5年 中学 2年 小学 5年 中学 2年
種　目 男 女 男 女 男 女 男 女

握 　 　 　 　 力 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
上 体 お こ し ○ ○ ◯ ○ ○ ○ ○
長 座 体 前 屈 ○ ◯ ○ ○ ○ ○ ○ ○
反 復 横 跳 び ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
20m シ ャ ト ル ラ ン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 0 m 走 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
立 ち 幅 跳 び ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ソフト･ハンドボール投げ ○ ◯ ○ ○ ● ● ○ ○
Tスコア51 以上○ 6 4 8 8 7 7 8 8
  　〃     49 以下● 0 2 0 0 1 1 0 0
　  〃　  50 空　欄 2 2 0 0 0 0 0 0

体力合計点の全国Tスコアー比較 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ………平均が全国平均を上回る種目（T51以上）
● ………平均が全国平均を下回る種目（T49以下）
空欄 ……平均が全国平均と同程度の種目（T50程度）

H26年度
 体力データ

全国 千葉県 袖ケ浦市 全国 千葉県 袖ケ浦市
小5
 ･ 男

小 5
 ･ 女

小 5
 ･ 男

小 5
 ･ 女

小 5
 ･ 男

小 5
 ･ 女

中 2
 ･ 男

中 2
 ･ 女

中 2
 ･ 男

中 2
 ･ 女

中 2
 ･ 男

中 2
 ･ 女

握力
（kg） 16.55 16.09 16.53 16.09 17.76 16.66 29.00 23.68 29.17 24.27 32.53 25.91

上体おこし
（回） 19.56 18.26 20.62 19.67 22.70 20.96 27.36 22.99 28.71 24.73 32.02 27.42

長座体前屈
（cm） 32.87 37.22 33.60 38.18 37.77 41.52 42.87 45.25 46.69 48.29 51.06 53.14

反復横跳び
（回） 41.61 39.37 43.40 41.31 46.55 43.84 51.31 45.64 52.11 46.74 54.79 48.45

20mシャトル
ラン
（回）

51.67 40.30 55.06 44.25 65.54 52.86 85.02 57.50 87.28 61.73 90.90 65.07

50m走
（秒） 9.38 9.63 9.28 9.52 9.06 9.41 8.03 8.87 7.89 8.67 7.59 8.29

立ち幅跳び
（cm） 151.71144.79 154.87 148.57 163.31 154.21 193.44 166.47 196.22 171.47 209.72 182.50

ソフト･ハン
ドボール投げ
（m）

22.89 13.89 22.14 13.51 25.45 15.25 20.81 12.81 21.04 13.07 22.41 13.91

体力合計点 53.91 55.01 55.46 57.07 61.00 62.14 41.63 48.55 44.29 52.07 48.60 58.00
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